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平成23年度港湾関係予算概算要求

事 業 区 分 
平 成 2

要 求 ･
( A

港 湾 整 備 事 業

事 業 費 
(5

2,6

公

港 湾 整 備 事 業 

国 費 
(3

1,8

港 湾 海 岸 事 業 

事 業 費 
(

1

国 費
( 

共 

国 費 
1

災害復旧事業等 
事 業 費 

国 費 

事 業 費 
(5

2 7
合 計 

2,7

国 費 
(3

1,9

行 政 経 費 国 費  

国 際 コ ン テ ナ 戦 略 港 湾 
フ ィ ー ダ ー 機 能 強 化 事 業 

ナ 物 流 総 合 的 国 費 (

非 
公

／ コ ン テ ナ 物 流 の 総 合 的 
集 中 改 革 プ ロ グ ラ ム を 
推 進 す る た め の 経 費 

国 費 (

産 業 物 流 高 度 化 を 推 進 
す る た め の 社 会 実 験 国 費 

そ の 他 施 設 費

事 業 費 
(

共 そ の 他 施 設 費 

国 費 

独 立 行 政 法 人 

港 湾 空 港 技 術 研 究 所 関 係 国 費 

合 計 国 費 
(

合 計 国 費

総 合 計 国 費 
(4

2,0

注1）平成23年度要求･要望額の上段（ ）は元気な日本復活特別
 2）上記計数には内閣府分を含む。 
 3）上記計数のほか、港湾関係起債事業の起債額（平成23年度
 4）合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。 
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求の規模（総括表） 

3 年 度 

要 望 額 

平 成 2 2 年 度 

予 算 額 
対 前 年 度 比 

A ) ( B ) ( A )/( B ) 

545億円 

600億円 

） 

 

 

2,399億円 

 

1.084 

383億円 

834億円 

) 

 

 

1,655億円 

 

1.108 

(11億円 

01億円 

) 

 

 

110億円 

 

0.920 

(11億円 ）   

03億円  102億円 1.011 

13億円 15億円 0.910 

11億円 13億円 0.900 

556億円 

715億円

)  

2 523億円

 

1 076715億円 2,523億円 1.076

395億円 

949億円 

) 

 

 

1,770億円 

 

1.101 

21億円 9億円 2.212 

(13億円)(13億円

25億円 

)

 

 

16億円 1.577 

- 1億円 皆減 

(13億円 

27億円 

) 

 

 

13億円 

 

1.996 

(6億円 

14億円 

) 

 

 

7億円 

 

2.057 

15億円 15億円 0.957 

(19億円 

74億円

) 

48億円 1 54174億円 48億円 1.541

414億円 

023億円 

) 

 

 

1,818億円 

 

1.113 

別枠分。下段は元気な日本復活特別枠分を含む。  

度要求額：983億円、平成22年度予算額：1,304億円）がある。   



第一部

港湾関係事業 



１ 概算要求の基本方針 

 「新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定
月17日策定)」に基づき、我が国の「強い
めの施策及び国民生活の「安定･安全」の確
予算の概算要求組替え基準について(平成2
に取り組む。 

体的 事 重点的

（１）新成長戦略･国土交通省

① 「港湾力」を発揮し、アジア･世界から
とのヒト、モノの流れを作り出す。 

 具体的には、以下の事項に重点的に取り

   ◉ 国際コンテナ戦略港湾(阪神港･京
ラ整備と貨物集約等総合的な対策

   ◉ 地域における国際･国内物流の拠点

   ◉ 港湾経営の民営化 

◉ 外国クルーズ船の日本寄港促進の   ◉ 外国クルーズ船の日本寄港促進の
 
②我が国のＥＥＺ(排他的経済水域)におけ

整備し、海洋権益の確保を図る。 

   ◉ 遠隔離島における係留施設等活動
 

（２） 国民生活の安定･安全の確

③我が国の港湾物流･インフラ関連産業の

   ◉ 港湾関連産業の海外展開支援 

 国民生活の安定･安全を確保するため、

   ◉ 大規模災害への対応力強化 

   ◉ 離島等生活航路の安全性確保 

   ◉ 港湾保安対策の推進 

 国内海上輸送へのモーダルシフト等によ

   ◉ 社会資本ストックの戦略的な維持

（３） グリーンイノベーション
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の促進を図る。 

   ◉ 国内海上輸送へのモーダルシフト

   ◉ 循環型社会の形成 

定)」及び「国土交通省成長戦略(平成22年5
経済」を実現し元気な日本を復活させるた
確保のための施策について、「平成23年度
22年7月27日閣議決定)」を踏まえて重点的

組む

省成長戦略の実行 

らの成長を取り込むとともに、日本と世界

り組む。

京浜港)のハブ機能を強化するためのインフ
策 

点となる港湾の整備 

ための港湾機能の向上ための港湾機能の向上 

ける資源探査等の経済活動を支える拠点を

動拠点の整備 

確保 

海外市場におけるビジネス拡大を図る。 

防災機能の強化等を図る。 

よりグリーンイノベーション(新成長戦略)

持管理 

ンの促進 

の促進 



２ 概算要求の規模 

事 業 区 分 

平
要 求

公

港 湾 整 備 事 業 

事 業 費 

国 費
公 

共 

費

合 計 

事 業 費 

国 費 

行 政 経 費 国 費 

国 際 コ ン テ ナ 戦 略 港 湾 フ ィ ー ダ ー 

非 

公 

共

国 際 ン テ ナ 戦 略 港 湾 ィ ダ
機 能 強 化 事 業 ／ コ ン テ ナ 物 流 の 
総 合 的 集 中 改 革 プ ロ グ ラ ム を 
推 進 す る た め の 経 費 

国 費 

産 業 物 流 高 度 化 を 推 進 
す る た め の 社 会 実 験 

国 費 

そ の 他 施 設 費 

事 業 費 

国 費 

独 立 行 政 法 人 
港湾空港技術研究所関係 国 費 

合 計 国 費 

注1）平成23年度要求･要望額の上段（ ）は元気な日本復

３ 施策分野別の内訳（港湾整

区     分  

注1）平成23年度要求 要望額の上段（ ）は元気な日本復
 2）上記計数には内閣府分を含む。 
 3）合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

1 新成長戦略･国土交通省成長戦略の実行 

うち、国際コンテナ戦略港湾（阪神港･京浜港）のハ
機能を強化するためのインフラ整備と貨物集約等
合的な対策 【元気な日本復活特別枠】合的な対策   【元気な日本復活特別枠】

2 国民生活の安定･安全の確保 

3 グリーンイノベーションの促進 

注1）数値の上段は事業費、中段（ ）は国費、下段はシ
 2）新成長戦略･国土交通省成長戦略の実行における平成
 3）合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

合     計 

Ⅰ．基本方針 

成 2 3 年 度 
求 ･ 要 望 額 

平 成 2 2 年 度 
予 算 額 

対 前 年 度 比 

( A ) ( B ) ( A )/( B ) 

(545億円 

 2,600億円 

) 

 

 

2,399億円 

 

1.084 

(383億円 

1 834億円

)  

1 655億円

 

1 1081,834億円 1,655億円 1.108

(545億円 

2,600億円 

) 

 

 

2,399億円 

 

1.084 

(383億円 

1,834億円 

) 

 

 

1,655億円 

 

1.108 

21億円 9億円 2.212 

(13億円 

25億円 

) 

 

 

16億円 

 

1.577 

- 1億円 皆減 

(13億円 

27億円 

) 

 

 

13億円 

 

1.996 

(6億円)(6億円

14億円 

)

 

 

7億円 2.057 

15億円 15億円 0.957 

(19億円 

74億円 

) 

 

 

48億円 

 

1.541 

復活特別枠分 下段は元気な日本復活特別枠分を含む

整備事業） （単位：億円） 

平 成 2 3 年 度 

要 求 ･ 要 望 額 

平 成 2 2 年 度 

予 算 額 
対 前 年 度 比 

復活特別枠分。下段は元気な日本復活特別枠分を含む。

( A ) ( B ) ( A )/( B ) 

1,776 
（1,227） 
66.9% 

1,376 
  (903） 
54.6% 

1.29 
（1.36） 

 

ハブ
等総

543 
（381） 
20 8%

253 
（162） 
9 8%

2.14 
（2.35） 

20.8% 9.8% 

590 
（486） 
26.5% 

725 
（627） 
37.9% 

0.81 
（0.77） 

 

235 
（121） 
6.6%

298 
（124） 
7.5% 

0.79 
（0.97） 

ェアを記す。なお、シェアは国費ベースである。 
成23年度要求･要望額には、元気な日本復活特別枠分を含む。  

% %

2,600 
（1,834） 

2,399 
（1,655） 

1.08 
（1.11） 
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1 新成長戦略･国土交
(１) 国際コンテナ戦略港湾(阪神港
   ためのインフラ整備と貨物集

1 新成長戦略 国土交

○事業費570億円（対前年度比2.23）、国
 （うち公共分 事業費543億円、国費3

 釜山港等アジア諸国の港湾との国際的な競争が

活や産業活動に必要な物資や製品を低コストでス

ワークを構築するとともに、アジア諸国･世界の成

経済」を実現し元気な日本を復活させるため、

テナ戦略港湾(阪神港･京浜港)において、ハブ機能

合的な対策を推進する。   
 

※ 国際コンテナ戦略港湾：「国際コンテナ戦略港湾検

を選定し、平成22年8月6日

 ①「新成長戦略(2010年6月18日閣議決定)」の
 ②アジアと北米･欧州等を結ぶ基幹航路の日本へ

③目標 2015年 国内 ブ 完成 東 ジ 主

施策の位置づけ 

 ③目標：2015年  国内ハブの完成、東アジア主
     2020年  国際トランシップも視野に入

 ①公設民営化やターミナルの一体運営の推進等
ン時間拡大による24時間化の推進などサービ

実現の方策 

①ハブ機能を強化するためのインフラの整備

 国際コンテナ戦略港湾のハブ機能を強化するた

さ)を有するコンテナタ ミナルの整備を推進する

 ②内航をはじめとするフィーダー網の強化によ
 ③コンテナ船の大型化の進展に対応しうる大水
 ④民の視点により港湾の戦略的な経営を行う

さ)を有するコンテナターミナルの整備を推進する

 ・国際コンテナ戦略港湾における直轄事業の国

 ・国際コンテナ戦略港湾を含む重要港湾の港湾

  制特例措置。 

 ・港湾経営主体が行う荷さばき地や荷役機械の

8 
【神戸港 ポートアイランドコンテナターミナル(PC18)】 

交通省成長戦略の実行
港･京浜港)のハブ機能を強化する 

集約等総合的な対策 

交通省成長戦略の実行

国費401億円（対前年度比2.46） 
381億円、非公共分 事業費27億円、国費20億円） 

がますます激化する中、世界各地との間で、国民生

スピーディーかつ多頻度で確実に輸送できるネット

成長を取り込み、我が国の成長に結びつけ、「強い

「選択と集中」の考え方のもと選定された国際コン

能を強化するためのインフラ整備と貨物集約等の総

検討委員会」による検討を経て阪神港、京浜港の2地域

日に公表した。 

の実現 
への就航を維持･拡大 

主要港 ト シ プ率を半減主要港でのトランシップ率を半減 
入れ、東アジア主要港として選択される港湾に 

等による物流トータルコストの低減、ゲートオープ
ビスの向上 

備 

ため、釜山港等アジア諸港に比肩しうる仕様(水深･広

る

よる広域からの貨物集約の促進 
水深のコンテナターミナルの整備 
「港湾経営主体」の設立 

る。

国費負担率及び対象施設の見直し。 

湾経営会社等が取得した倉庫等の上物施設に係る税 

の整備に対する支援。 

【横浜港 南本牧コンテナターミナル(MC-2)】 



②荷役機械整備への支援 

 荷役能力の向上は、船舶の接岸時間短縮による荷役能力 向 は、船舶 接岸時間短縮 よる

みならず、１岸壁あたりのコンテナ取扱能力を増

は必要不可欠なものである。 

 このため、国際コンテナ戦略港湾において、大

促進する。＜拡充＞〔その他施設費〕 

15m

【大型で荷役効率が高いガントリークレーン】 

22～25列積み
はリーチの長
が必要 

15m

16～18

③フィーダー輸送による貨物集約への支援 

イ）フィーダー輸送活性化のための環境整備

 地方の港湾で取り扱われるコンテナ貨物には、

欧米等の最終仕向地へ輸送されるものが多い。我

これらのコンテナ貨物がフィーダー輸送により国

最終仕向地へ輸送される環境を整備する最終仕向地へ輸送される環境を整備する。
  

 ・国際コンテナ戦略港湾と地方の港湾との間を

  荷役機械等の整備を促進。＜拡充＞〔その他

 ・日本内航海運組合総連合会による内航海運暫

  船の船舶建造負担軽減措置の実現） 

 ・内航フィーダー船等により国際コンテナ戦略

  特例措置。 

海外
（釜山港

〔現在〕〔現在〕 

〔将来〕 

フィーダー輸送 

【フィーダー輸送による国際コンテ

地方の港湾 国際コ

Ⅱ．主要施策 

る港湾コストの削減、寄港機会の増加をもたらすのる港湾 ト 削減、寄港機会 増加をも らす

増大させることができ、ハブ機能を強化するために

大型で荷役効率が高いガントリークレーンの整備を

リーチ：63～65m 

22～25列 

16列 

6,000個積み

みの大型コンテナ船の荷役に
長い大型のガントリークレーン

ツインスプレッダー：複数コンテナを同時
につり上げることにより荷役時間を大幅
に短縮 

10,000～  
14,000個積み 8m (ドバイ港) 

備 

釜山港等アジア主要港でトランシップ(中継)され、

我が国への基幹航路の就航の維持･拡大を図るため、

国際コンテナ戦略港湾に集約され、積み替えられて、

を結ぶ内航フィーダー輸送を強化するために必要な 

他施設費〕 

暫定措置事業に関する改善策。（内航フィーダー 

略港湾への集荷促進に寄与する事業者に係る税制 

外トランシップ港 
港等アジア主要港） 

欧米等の 
最終仕向地へ 

9 

ナ戦略港湾への貨物集約のイメージ】 

コンテナ戦略港湾 



第一部 港湾関係事業 

ロ）国際コンテナ戦略港湾フィーダー機能強

我が国発着貨物を民間企業や港湾管理者との協

④国際海上コンテナ重量計設置への支援 

成22年3月5 閣議決定された「国際海陸

 我が国発着貨物を民間企業や港湾管理者との協

替えを行う物流構造に転換する。具体的には、国

な強化を図るため、北海道、東北、瀬戸内、九州

らの貨物集約を進める。＜拡充＞〔非公共〕 

 平成22年3月5日に閣議決定された「国際海陸一

法律案」を踏まえ、同法案に定められた輸入コン

促進する。〔その他施設費〕 

【コンテナ車輛

平成21年5月12日大阪府大阪市 

【コンテナ車輛

イメージ 

安全

【運行前に

是

10 

是正

化事業 

協働のもと、国際コンテナ戦略港湾に集約し、積み

貫運送 ナ 自動車運送 安全確保 関す

協働のもと、国際コンテナ戦略港湾に集約し、積み

国際コンテナ戦略港湾へのフィーダー機能の抜本的

州などにおいて新規内航航路等を立ち上げ、広域か

一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する

ンテナの重量の計測等を行うための重量計の整備を

輛の横転事故例】

平成21年5月19日神奈川県横浜市 

輛の横転事故例】

全対策 

重量計 

に重量計で計測】 

措置正措置



(２) 地域における国際･国内物流

資源小国 貿易立国であり 四面を海で囲まれ

苫小牧港 西港区商港地区 苫

複

 資源小国、貿易立国であり、四面を海で囲まれ

製品の安定的かつ低廉な輸送を確保するため、国

ける企業立地や企業活動に必要な輸出入の拠点と

る。 

複

を

非

ミ

 

複合一貫輸送ターミナル 
（水深9m） 

○

○

函館港 北埠頭地区 函

複

い

係

タ

複合一貫輸送ターミナル 
（水深6.5m） 

タ

 

○

○

仙台塩釜港 仙台港区中野地区 

○

 

仙

国

完

国際物流ターミナル 
（水深14m） 

完

産

に

幅

タ

 

○

○

 

の拠点となる港湾の整備 

れた我が国が 国民生活や産業活動に必要な物資や

Ⅱ．主要施策 

苫小牧港 西港区商港地区 (北海道) 

複合 貫輸送タ ミナル改良事業 ＜新規＞

れた我が国が、国民生活や産業活動に必要な物資や

国際･国内海上輸送ネットワークの拠点、臨海部にお

となる港湾を「選択と集中」により効率的に整備す

複合一貫輸送ターミナル改良事業 ＜新規＞

北海道における生産品の移出や生活必需品の移入

を行う重要な拠点港となっている苫小牧港において、

非効率な荷役形態を改善するため、老朽化したター

ミナルの改良を行う。 

【事業の効果】 

○港湾利用者の安全と北海道と本州の間の内貿貨物
の安定的な輸送の確保 

○道央地域における円滑な経済活動 

函館港 北埠頭地区 (北海道) 

複合一貫輸送ターミナル整備事業 ＜新規＞ 

北海道と本州を結ぶ青函航路(16便/日)が運航して

いる函館港において、大型化するフェリーの安全な

係留と運航の定時性を確保するため、複合一貫輸送

タ ナ 整備を行うターミナルの整備を行う。 

【事業の効果】 

○安全な係留と輸送の定時性が確保され、物流の効
率化を促進 

○東北地方と道南地域との物流や人流を支える大動○東北地方と道南地域との物流や人流を支える大動
脈の維持 

仙台塩釜港 仙台港区中野地区 (宮城県) 

国際物流ターミナル整備事業 ＜新規＞ 

東北地方に立地する自動車工場で組み立てられる

完成自動車の積み出しや 東北地方における飼料生完成自動車の積み出しや、東北地方における飼料生

産のための原料輸入の拠点となっている仙台塩釜港

において、完成自動車の生産台数の増加や飼料の大

幅な増産と船舶の大型化に対応するため、国際物流

ターミナルの整備を行う。 

【事業の効果】【事業の効果】

○東北地方における自動車関連産業の立地･生産向上
による民間の設備投資、雇用創出の促進 

○東北地方における畜産業の生産能力の向上 

11 



境

第一部 港湾関係事業 

境港 外港中野地区 境

国

地

拠

や

国際物流ターミナル 
（水深12 ）

ル

 

○

○

細島港 白浜地区 

（水深12m） ○

細

国

お

太

に

め

 

国際物流ターミナル 
（水深13m） 

○

○

鹿児島港 新港区 鹿

複

点

な

複合一貫輸送ターミナル 
（水深9m等） 

の

 

○

○

12 

境港 外港中野地区 (鳥取県)境港 外港中野地区 (鳥取県) 

国際物流ターミナル整備事業 ＜新規＞ 

山陰地域の海上輸送拠点であり、特に同地域に立

地する合板等の製造企業や製紙企業の原料の輸入の

拠点となっている境港において、合板の需要の増加

や船舶の大型化に対応するため、国際物流ターミナ

ルの整備を行う。 

【事業の効果】 

○合板等の原材料となる原木の安定的な供給が確保
され、地域産業の競争力強化 

○原木保管場所 足や横持ち輸送解消 よる港湾機○原木保管場所不足や横持ち輸送解消による港湾機
能の向上 

細島港 白浜地区 (宮崎県) 

国際物流ターミナル整備事業 ＜新規＞ 

東九州地域の海上輸送拠点となっている細島港に東九州地域の海上輸送拠点となっている細島港に

おいて、従前から立地する化学工業等の企業に加え、

太陽電池等の世界的な需要拡大に伴う新規企業立地

による貨物需要の増加と船舶の大型化に対応するた

め、国際物流ターミナルの整備を行う。 

【事業 効 】【事業の効果】

○太陽電池等の生産における我が国企業の競争力の
強化 

○東九州地域における経済活動の活性化 
 

鹿児島港 新港区 (鹿児島県) 

複合一貫輸送ターミナル改良事業 ＜新規＞ 

本土と大小様々に分布する南西諸島･沖縄を結ぶ拠

点となっている鹿児島港において、安定的かつ安全

な海上輸送を確保するため、老朽化したターミナル

の改良を行う。 

【事業の効果】 

○本土と南西諸島･沖縄を結ぶルートの確保 

○港湾利用者の安全、離島の生活･経済活動の維持 



(３) 港湾経営の民営化 

 我が国港湾の国際競争力強化を図るため、公設

民の視点を取り込み、港湾の一体経営を実現する

援策を講じるとともに、港湾の「選択と集中」を

 

 ・港湾経営に関する業務を一元的に担う港湾経

  を実施。 

 ・公設民営を徹底するため、国有港湾施設の港

  港湾管理者から港湾経営会社に対し行政財産

 ・港湾の「選択と集中」を図るため、直轄港湾

 ・国際コンテナ戦略港湾において港湾経営会社

  の整備に対する支援制度の創設。 

 ・民間事業者等が行う荷さばき地や荷役機械の

港湾経営会
国･港湾管理者

により指定 

  港湾経営会社を追加。 

 

経営計画（仮称
経営に関する
担う 

料金決定権を

財産貸付 

行政財産の貸付 
（国から直接貸付）  港湾経

料金決定権を
社への営業活動

荷役機
（会社

国 

支援 

荷役機械などの整
備に係る支援（無利
子貸付･税制･補助）
など  港湾

港湾管

公設民営 

流通施設の経営
は自由に展開

関連

監督 

①目標達成状況の  
レビュー 

②公共性確保のため

（国･港湾管理

は自由に展開

投
資 

②公共性確保のため
のチェック･有事等
における受忍義務 

③大口株主保有への
規制 

【港湾経営民営

投資家  利

Ⅱ．主要施策 

設民営の考え方のもと、港湾の経営に関する業務に

る制度を創設する。そのため、港湾経営会社への支

を進め、施策の重点化を行う。 ＜新規＞ 

経営会社を設立し、民の視点による港湾の一体経営 

港湾管理者への管理委託義務制度を見直し、国及び 

産を長期一体で直接貸し付ける制度を一般化。 

湾整備事業の国費負担率及び対象施設を見直し。 

社が行う大型で荷役効率が高いガントリークレーン 

の整備に対する国の無利子貸付制度の対象事業者に 

会社（仮称） 

称）に基づき、港湾
業務を一元的に

確保し 荷主･船

財産貸付 

行政財産の貸付 
経営業務 

確保し、荷主･船
動 

機械など 
が整備） 

港
湾
管
理
者

経営責任、施設の
使用許可 等 

責任･権限 

湾施設 
者 会社所有

営など関連事業

連事業 

者協力 

港湾経営会社の
提案も踏まえ、港
湾管理者が港湾
計画を作成 

理者･会社所有）

料
金 

サ
ー
ビ
ス 

監督 

経営計画への同意
など 

営化のイメージ】 

利用者（船社等） 
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「観光立国」の推進 中国等からの訪日旅行者

(４) 外国クルーズ船の日本寄港促

第一部 港湾関係事業 

 「観光立国」の推進、中国等からの訪日旅行者

なる旅客船ターミナルの整備を推進するとともに

可能とする静穏度等の確保に向けた防波堤等の整

 また、クルーズ船寄港時における旅客の港湾内

ルーズ船の受入環境改善の検討を行う。〔行政経

(５) 遠隔離島における係留施設等

【岸壁延長の不足による不安定な係留】 

西之表港 

 平成22年6月に施行された「排他的経済水域及

全及び拠点施設の整備等に関する法律」等に基づ

動が、本土から遠く離れた海域においても安全か

さばき等が可能となる活動拠点(特定離島港湾施設

国土面積 

排他的経済水域面積 
約405万km2 

硫黄島 

父島 

与那国島 
沖大東島 

八丈島 

南鳥島南鳥島

約38万km2 

(６) 港湾関連産業の海外展開支援

【南鳥島と沖ノ鳥島の位置】 

沖ノ鳥島沖ノ鳥島  

南鳥島南鳥島

うち南鳥島による 
排他的経済水域面積 

約43万km2 

うち沖ノ鳥島による 
排他的経済水域面積 

約42万km2 

すぐれた技術を有する我が国の港湾物流･イン
つ安定的な国際物流ネットワークの構築や関連産
件形成支援等による官民協働体制の構築や関連技

(６) 港湾関連産業の海外展開支援

14 

者の増加に向けて 我が国における観光の玄関口と

促進のための港湾機能の向上 

者の増加に向けて、我が国における観光の玄関口と

に、大型旅客船等の荒天時における安定的な入港を

整備を推進する。         （那覇港 等） 

内での滞留時間短縮を図るため、港湾におけるク

経費〕 

等活動拠点の整備 

【旅客船ターミナル内で滞留するクルーズ客】 

博多港 

及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保

づき、海洋資源の開発･利用、海洋調査等に関する活

かつ安定的に行われるよう、船舶の係留、停泊、荷

設)の整備を推進する。     （南鳥島、沖ノ鳥島） 

【南鳥島】 【沖ノ鳥島】 

【南鳥島の現状】 
港湾施設が整備されていないことにより 

台船に積み替えて物資等を陸揚げ 

援

ンフラ関連産業の海外展開を支援し、我が国の高質か
産業の海外進出機会を拡大するため、情報収集や案

技術の国際標準化の推進を図る。〔行政経費〕 

援



2 国民生活の安定･安

○事業費266億円（対前年度比1.53）、国

○被災時の広域的な社会経済活動への影響の
 

イ）港湾施設 耐震強化 推進

2 国民生活の安定 安
(１) 大規模災害への対応力強化 

イ）港湾施設の耐震強化の推進 

 大規模地震等の災害発生時における避難者や緊

壁や緑地等のオープンスペースの整備、臨港道路

経済への影響を最小限に抑えるため、一定の輸送

ナル等の耐震強化を推進する。         

 

ロ）基幹的広域防災拠点の整備及び運用体制の強

 東南海･南海地震や近畿圏の直下型地震等の大規

援部隊のベースキャンプを確保するため、堺泉北

進する。 〔その他施設費〕 

 また、川崎港東扇島地区において、関係機関と

定した訓練を実施する。〔行政経費〕 

(２) 離島等生活航路の安全性確保

①航路の保全･管理の強化 
 船舶の大型化･高速化が進む中、船舶航行量が多

している開発保全航路において、船舶の航行に重

増深、航路標識の設置及び必要水深の維持などの

 

 また、八重山諸島の地域住民や来訪者が日常的

化に向けた検証調査の結果を踏まえ、現行の竹富

び航路の整備を行う。＜新規＞ 

西表島 
小浜島

高速船 至西表島上原 鳩

小浜港 

八重山諸島 

航路 整備 行う。 新規

小浜島

黒島

仲間港 
黒

上地港 黒島

新城島 

高速船 至波照間 フェリー 

上地港 

【竹富南航路における指定

安全の確保

Ⅱ．主要施策 

国費191億円（対前年度比1.66） 

の最小化 

安全の確保 

緊急物資等の輸送機能を確保するため、耐震強化岸

路の耐震強化を推進するとともに、我が国の産業や

送機能を確保できるよう、国際海上コンテナターミ

             （徳島小松島港 等） 

強化 

規模災害発生時に緊急物資輸送の中継拠点や広域支

北港堺2区において基幹的広域防災拠点の整備等を推

と連携し、首都直下地震（マグニチュード7.3）を想

保 

多く、国際･国内海上輸送ネットワークの根幹を形成

重大な障害が発生することのないよう、航路の拡幅･

の適切な開発･保全･管理を推進する。 

（関門航路 等） 

的に利用する船舶の航行安全を確保するため、事業

富南航路（開発保全航路）の指定範囲の追加･拡幅及

石垣島 
竹富島 

鳩間 

竹富東港 
石垣港 

      開発保全航路(追加箇所)（水深3m） 
      開発保全航路(拡幅箇所)（水深4m） 

島

黒島港 

現行の開発保全航路 
（竹富南航路） 

石垣島 

八重山諸島 

島

至波照間 
西表島 

竹富島 

黒島 

定範囲の追加･拡幅位置図】 
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②離島交通の安定的確保  

 離島における住民生活の安定･安全を確保するた

第一部 港湾関係事業 

離島 おける住民生活 安定 安全を確保する

化に対応するための離島ターミナルの整備を推進

【船舶の大型化に【港内静穏度確保のための防波堤】 

両津港(佐渡島) 宮

①出入管理情報システムの推進  

 セキュリティ水準の高い効率的な国際物流を実
りを確実かつ円滑に管理することが可能な出入管
を行う

(３) 港湾保安対策の推進 

を行う。                  
 

※出入管理情報システム：国が発行する、高度に偽
ドの情報をターミナルゲートに設置されたカー
行うシステム（国が設置及び管理を行う）。 

 

②メガポート･イニシアティブのパイロット･

平成21年3月より横浜港南本牧地区国際海上 平成21年3月より横浜港南本牧地区国際海上コ

放射線検知施設に関して、輸出入コンテナに対す

等を財務省関税局等と協力しつつ行う。 

 

※メガポート･イニシアティブ：平成15年から米国

り、世界の主要港に放射線検知施設を設置する

て核物質その他の放射性物質の拡散を防止するて核物質その他の放射性物質の拡散を防止する

 

○既存施設の計画的かつ適切な維持管理の推

必要な機能を維持しつつ 将来の改良･更新コス

(４) 社会資本ストックの戦略的な

 必要な機能を維持しつつ、将来の改良･更新コス

計画の策定を推進し、事後的な維持管理から予防

 

・既存の国有港湾施設に関する、国土交通大臣

限措置） 
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ため、離島航路における船舶の就航率の向上や大型め、離島航路 おける船舶 就航率 向 や大型

進する。            （名瀬港 等） 

対応した岸壁】 【バリアフリーに配慮した客船ターミナル】 

宮之浦港(屋久島) 西郷港(隠岐島) 

実現するため、ターミナルゲートにおける人の出入
管理情報システムについて、全国展開に向けた検証

（神戸港 横浜港 等）           （神戸港、横浜港 等）

偽造防止が施された全国共通の身分証明書であるPSカー
ドリーダーで読み取ることにより、本人確認等を確実に

プロジェクトの実施 

テナタ ミナルの テナゲ トに設置して るンテナターミナルのコンテナゲートに設置している

する放射線検知のための検査方法、運用体制の検討

国エネルギー省が中心となって推進している取り組みであ

ことにより、港における積荷の検査能力を強化し、もっ

ことを目的としていることを目的としている。

推進 

ストの抑制を図るため 施設の長寿命化等に資する

な維持管理 

ストの抑制を図るため、施設の長寿命化等に資する

防保全的な維持管理への転換を推進する。 

臣による長寿命化計画の策定（平成24年度までの時



3 グリーンイノベー

(１) 国内海上輸送へのモーダルシ

3 グリ ンイノ

○低環境負荷の港湾･物流システムの構築 

 総合的な地球温暖化対策等を推進するため、複

から海上輸送 のモ ダルシフトを促進する

(２) 循環型社会の形成 

から海上輸送へのモーダルシフトを促進する。

①リサイクルポートプロジェクトの推進 

 循環型社会の形成を促進するため、循環資源の

ネットワ クの拠点として 循環資源を取り扱う

循環資源 

循環資源取扱 
支援施設 

（その他施設費） 

他のリサイクルポート 

ネットワークの拠点として、循環資源を取り扱う

施設等からなるリサイクルポート(総合静脈物流拠

残渣等の廃棄物 

リサイクル品 

岸壁 
（公共） 

【リサイクルポートのイメージ】 

海面処分場 
（公共） 他のリサイクルポート 

②廃棄物の適正処理のための海面処分場の計

 港湾の整備に伴う浚渫土砂や内陸部で最終処分

海面処分場を計画的に整備する。       

【複合一貫輸送ターミナルの整備】 

釧路港

ーションの促進

Ⅱ．主要施策 

シフトの促進 

ションの促進 

複合一貫輸送ターミナルの整備等により、陸上輸送

（北九州港 等）                （北九州港 等）

の全国規模での広域的な流動を担う海上静脈物流

う岸壁 循環資源取扱支援施設 民間リサイクル

H14.5指定港（5港） 

H15.4指定港（13港） 

H18.12指定港（3港） 

石狩湾新港 

苫小牧港 

室蘭港

う岸壁、循環資源取扱支援施設、民間リサイクル

拠点港)の形成を推進する。    （姫川港 等） 

釜石港 

港

八戸港 

東京港 

木更津港 

川崎港
三河港 

北九州港 

宇部港 

徳山下松港 

姫路港 
神戸港 

舞鶴港 
姫川港 

酒田港 

能代港 

中城湾港 

【リサイクルポートの指定状況】 

川崎港 

三島川之江港 三池港 

計画的な整備 

分場の確保が困難な廃棄物を確実に受け入れるため、

                （東京港 等） 

【東京港 海面処分場】 
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1 主な新規着工施設1 主な新規着 施設

事 業 名 

[事業主体] 

整備期間

（年度）

１．苫小牧港 西港区商港地区 

複合一貫輸送ターミナル改良事業 H23～H29 複合一貫輸送ターミナル改良事業 

[北海道開発局] 

H23～H29

２．函館港 北埠頭地区 

 複合一貫輸送ターミナル整備事業 

[北海道開発局] 

H23～H27

３ 仙台塩釜港 仙台港区中野地区３．仙台塩釜港 仙台港区中野地区 

 国際物流ターミナル整備事業 

[東北地方整備局] 

H23～H26

４．境港 外港中野地区 

 国際物流ターミナル整備事業 

[中国地方整備局] 

H23～H27

５．細島港 白浜地区 

 国際物流ターミナル整備事業 

[九州地方整備局] 

H23～H26

６．鹿児島港 新港区 

 複合一貫輸送ターミナル改良事業 H23～H27

[九州地方整備局] 

７．竹富南航路整備事業 

[沖縄総合事務局] 
H23～H25

８．沖ノ鳥島 

整備事業 活動拠点整備事業 

[関東地方整備局] 

H23～H28

2 新規制度等2 新規制度等 
事  項 

【国際コンテナ戦略港湾･民営化】 
１．直轄事業の国費負担率の引き上

げや対象施設の見直し 

国際コンテナ
するにあたり
備事業の国費
う
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う。

【国際コンテナ戦略港湾･民営化】 
２．港湾経営会社への無利子貸付 

民間事業者等
る国の無利子
加する。 

設設

総事業費
（億円） 

事 業 内 容 

94
複合一貫輸送ターミナルの老朽化、非効
率な荷役形態を改善するため 同ターミ94 率な荷役形態を改善するため、同ターミ
ナル（水深9m）の改良を行う。 

40 
貨物輸送需要の堅調な増加及び船舶の大
型化に対応するため、複合一貫輸送ター
ミナル（水深6.5m）の整備を行う。 

69 
貨物輸送需要の堅調な増加及び船舶の大
型化に対応するため、国際物流ターミナ
ル（水深14m）の整備を行う。 

90 
貨物輸送需要の堅調な増加及び船舶の大
型化に対応するため、国際物流ターミナ
ル（水深12m）の整備を行う。 

44 
貨物輸送需要の堅調な増加及び船舶の大
型化に対応するため、国際物流ターミナ
ル（水深13m）の整備を行う。 

108
複合一貫輸送ターミナルの老朽化、非効
率な荷役形態を改善するため、同ターミ
ナル（水深9m等）の改良を行う。 

35 
航行船舶の安全を確保するため、開発保
全航路（水深3～4m）の指定範囲の追加･
整備を行う。 

海洋資源の開発･利用、海洋調査等に関す
る活動が 本土から遠く離れた海域にお

750
る活動が、本土から遠く離れた海域にお
いても安全かつ安定的に行われるよう、
沖ノ鳥島において活動拠点の整備を行う。 

新規制度等内容 備 考 

ナ戦略港湾の整備や港湾経営の民営化を推進
り、「選択と集中」の観点から、直轄港湾整
費負担率の引き上げや対象施設の見直しを行

 新規 
（公共） 
 港湾法改正 

等が行う荷さばき地や荷役機械の整備に対す
子貸付制度の対象事業者に港湾経営会社を追

 拡充 
（公共） 
 港湾法改正 



事  項 

【 営 】 有港湾施設【民営化】 
３．国有港湾施設の直接貸付 

国有港湾施設
国及び港湾管
長期一体で直

【国際コンテナ戦略港湾･民営化】 
４．大型で荷役効率が高いガント

リークレーンの整備に係る補助 

港湾機能高度
助対象を拡充
荷役効率が高

【国際コンテナ戦略港湾･民営化】 
５．内航フィーダー輸送に必要な荷

役機械の整備に係る補助 

港湾機能高度
助対象を拡充
結ぶ内航フィ
役機械の整備

【国際コンテナ戦略港湾･民営化】 
６．国際コンテナ戦略港湾フィーダ 

ー機能強化事業

我が国発着貨
替えを行う物
港湾を核とし

3 税制改正 

機能強化事業 

事 項 

１．外貿埠頭公社の民営化に伴い承
継する不動産に係る特例措置   

＜新設＞ 

H24年度末ま
指定会社等が
権移転のため

２．国際コンテナ戦略港湾を含む重
要港湾の港湾経営会社等が取得し
た上物施設に係る特例措置 

 ＜新設＞ 

①H27年度末
期限） 

②うち、「高
について

 

（※）埠頭運
間化

３ 内航 ダ 船等により 国 H27年度末ま３．内航フィーダー船等により、国
際コンテナ戦略港湾への集荷促進
に寄与する事業者に係る特例措置 

＜新設＞ 

H27年度末ま
または取り卸
いて、 
 ①石油石炭
 ②固定資産

４．インランドポート等を設置･運
営し、国際コンテナ戦略港湾への

H27年度末ま
 ①所得税･

②固定資産集荷促進に寄与する事業者に係る
特例措置        ＜新設＞ 

 ②固定資産

５．港湾における地球温暖化対策税
に係る特例措置    ＜新設＞ 

港湾管理者、
に係る地球温

６．海外港湾プロジェクト準備金制
度に係る税制上の特例措置

海外港湾プロ
H24年度末ま度に係る税制上の特例措置 

＜新設＞ 

H24年度末ま
上することを

Ⅲ．新規事項 

新規制度等内容 備 考 

設 港湾管 者 管 委託義務を見直 新規設の港湾管理者への管理委託義務を見直し、
管理者から港湾経営会社に対し、行政財産を
直接貸し付ける制度を創設。 

新規
（公共） 
 港湾法改正 

度化施設整備費補助金（その他施設費）の補
充し、国際コンテナ戦略港湾における大型で
高いガントリークレーンの整備を追加。 

 拡充 
（非公共） 

度化施設整備費補助金（その他施設費）の補
充し、国際コンテナ戦略港湾と地方の港湾を
ィーダー輸送に係る、地方の港湾における荷
備を追加。 

 拡充 
（非公共） 

貨物を国際コンテナ戦略港湾に集約し、積み
物流構造に転換するため、国際コンテナ戦略
した内航フィーダー輸送網を構築する。 

 拡充 
（非公共） 

税制改正内容 

でに、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に規定する
が外貿埠頭公社の出資により不動産を取得した場合、所有
めの登録免許税を15/1000に軽減 

末まで、固定資産税･都市計画税の課税標準1/2（取得後無

高機能コンテナターミナル（仮称）」（※）での上物施設
は、H27年度末まで、課税標準1/4（取得後無期限） 

運営の一体化（外内貿一体化等）･サービス高度化（24時
化）等に取り組む。 

まで 国際 ンテナ戦略港湾において外航船舶に積み込みまで、国際コンテナ戦略港湾において外航船舶に積み込み
卸される外貿コンテナを輸送する内航フィーダー船等につ

炭税の免除又は還付 
産税の課税標準1/6 

で、 
法人税の割増償却20% 
産税 都市計画税の課税標準1/4産税･都市計画税の課税標準1/4 

、港湾経営会社、港湾運送事業者等が使用する燃料･電力
温暖化対策税について、免税･還付（無期限） 

ロジェクトへの出融資、もしくは受注した企業について、
まで、出融資もしくは受注した金額の一定割合を損金へ計まで、出融資もしくは受注した金額の 定割合を損金 計
を可能とし、法人税･法人住民税を軽減 
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港湾整備事業の「選択港湾整備事業の「選択
 人口減少、少子高齢化の進展、財政状況の逼迫

い中で、我が国の成長に必要不可欠な港湾整備の

業のあり方を根本的に見直し、港湾整備事業の

 具体的には、以下の取り組みを実施する。 

(１) 国際コンテナ戦略港湾の選定

 釜山港等アジア諸国の港湾との国際的な競争が
更なる「選択と集中」により国際競争力を強化す
京浜港を選定(平成22年8月6日)し、投資を重点化

(２) 国際バルク戦略港湾の選定

 資源、エネルギー、食糧等の原材料の世界的な
量輸送等により、これら物資(バルク貨物)の安定
港湾を選定(平成22年末頃選定予定)

 平成21年11月16日の行政刷新会議「事業仕分

機能の早期発現を図るため、「各地域の産業や経

(３) 直轄港湾整備事業の対象とな

港湾を選定(平成22年末頃選定予定)。
 

機能の早期発現を図るため、「各地域の産業や経

を基にした国際･国内海上輸送網の拠点としての

に勘案し、重要港湾103港のうち、原則として新

絞り込み(平成22年8月3日)。 

(４） 国有港湾施設の長寿命化計画

 国土交通省行政事業レビュー「公開プロセス」

定対象施設について、施設の利用状況や今後の活

【参考：国土交通省行政事業レビューにおける評

長寿命化計画の対象となる港湾施設を絞り込

(４） 国有港湾施設の長寿命化計画

  長寿命化計画の対象となる港湾施設を絞り込

  （約10％程度を目標に要求額を縮減） 
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択と集中」択と集中」
迫により、社会資本整備が抑制的にならざるを得な

の効果の早期発現を図るため、今までの港湾整備事

「選択と集中」を進める。 

定 

がますます激化するなか、コンテナ港湾について、
するため、国際コンテナ戦略港湾として、阪神港、
化。 

な獲得競争が拡大するなか、大型船舶による一括大
定的かつ安価な輸送を実現するため、国際バルク戦略

分け」での指摘等を受け、投資の重点化を図り、港湾

経済を支える拠点としての機能」「貨物取扱量実績

なる重要港湾の絞り込み 

経済を支える拠点としての機能」「貨物取扱量実績

の機能」「港湾の伸びしろ」「民の視点」等を総合的

新規の直轄港湾整備事業の対象となる港湾を43港に

画策定対象施設の見直し

」での結果を受け、国有港湾施設の長寿命化計画策

活用方針を把握したうえで絞り込み。 

評価結果】 

込んだうえで 必要な施設について予算要求を行う

画策定対象施設の見直し 

込んだうえで、必要な施設について予算要求を行う。



第二部

海 岸 事 業 等 



１ 概算要求の基本方針 

 「平成23年度予算の概算要求組替え基準
を踏まえ、背後に産業･人口が集積する港湾
確保し、元気な日本を復活させるため、切
刻な高潮災害等に対する施策に重点的に取

２ 概算要求の規模 

事 業 区 分 
平
要

事 業 費

港 湾 海 岸 事 業 

事 業 費
  

国 費 
  

災 害 復 旧 事 業 等 
事 業 費   

国 費   

事 業 費 

合 計 
  

国 費 
  

注1）平成23年度要求･要望額の上段（ ）は元気な日本復
 2）上記計数には内閣府分を含む。 
 3）合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

３ 施策分野別の内訳(港湾海岸

区     分  

1 津波 高潮対策1 津波・高潮対策 

うち、特に産業･人口が集積する地域における緊急
防災対策    【元気な日本復活特別枠】 

2 国土保全のための海岸侵食対策 

3 その他(補助率差額等) 

合     計 
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注1）数値の上段は事業費、中段（ ）は国費、下段はシ
 2）合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

準について（平成22年7月27日閣議決定）」
湾海岸において「国民生活の安定･安全」を

切迫する大規模地震･津波災害や頻発する深
取り組む。 

成 2 3 年 度 
求 ･ 要 望 額 

平 成 2 2 年 度 
予 算 額 

対 前 年 度 比 

（ A ） （ B ） （ A ）/（ B ） 

(11億円)   

    101億円 110億円 0.920 

(11億円) 

    103億円   

 

102億円 

 

1.011 

     13億円 15億円 0.910 

     11億円 13億円 0.900 

(11億円) 

114億円

 

124億円

 

0 918    114億円 124億円 0.918

(11億円) 

    115億円 

 

115億円 

 

0.999 

復活特別枠分。下段は元気な日本復活特別枠分を含む。  

岸事業) 
（単位：億円） 

平 成 2 3 年 度 
要求・要望額 

平成 2 2年度 
予 算 額 

対前年度比 

( A ) ( B ) ( A )/( B ) 

75 
(75)

72 
( )

1.03 
( )(75)

72.1％ 
(67) 

65.2％ 
(1.12)

 

急的
11 
(11) 
11.1％ 

- 
(-) 
- 

皆増 
(皆増) 

 

25 35 0.72 
(25) 

24.5％ 
(29) 

28.2％ 
(0.88) 

 

1 
(3) 
3.3％ 

2 
(7) 
6.6％ 

0.47 
(0.52) 

 

101 
(103)

110 
(102)

0.92 
(1 01)(103) (102) (1.01)

ェアを記す。なお、シェアは国費ベースである。 



1 津波･高潮対策1 津波 高潮対策

 切迫する大規模地震と津波の発生に備えて、津
する

○事業費75億円(対前年度比1.03)、国費

(１) 大規模地震が切迫する地域に

する。                                                        

津波防波堤に
なくなる範囲（

■久慈港海岸 

津波防波堤 整備済箇所 

■久慈港海岸における津波被災状況(昭和35年チ

■切迫する大規模地震と直轄海岸事業実施箇所 

地震規模 今後30年以内の

【津波による家屋の浸水状況】 

地震名 
地震規模 

(マグニチュード) 
今後30年以内の

発生確率 

三陸沖 
北部地震 

M7.1～M7.6 90％程度 

東南海地震 M8 1前後 60～70％

和

東南海地震 
南海地震 

M8.1前後 
M8.4前後 

60 70％
60％程度 

津波防波堤の整備、海岸保全施設の耐震化等を推進
(久慈港海岸 等)

費75億円(対前年度比1.12) 

における地震･津波対策 

                                            (久慈港海岸 等)

により浸水被害が
311ha） 

要整備箇所

  
防波堤 
なし 

防波堤 
あり 

防波堤 
設置効果 

浸水区域 
面積 

370ha 59ha ▲311ha

浸水区域 
人口

7,450人 1,128人 ▲6,322人

リ地震津波) 

要整備箇所 人口

注）想定地震は明治三陸地震(明治29年 M8.2) 

【陸上に打ち上げられた漁船】 

事業実施海岸名 所在地 事業概要 

久慈港海岸 岩手県 津波防波堤 

和歌山下津港海岸 和歌山県 
津波防波堤 
護岸(改良)等 

撫養 海岸 徳島
堤防(改良)
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撫養港海岸 徳島県 
堤防(改良)

水門(改良)等 

須崎港海岸 高知県 津波防波堤 



第二部 海岸事業等 

(２) 高潮・高波による再度災害の

平成17年8月に発生した米国での リケ ン カ

■別府港海岸(北浜地区)  

 平成17年8月に発生した米国でのハリケーン･カ

するゼロメートル地帯等において高潮･高波災害の

                      

■別府港海岸(餅ヶ浜地区)  

【現在の

【整備前(平成16年度)】 

■広島港海岸  

24 
【被災した海岸堤防(平成16年度)】 

の防止対策 

カトリ ナによる災害を教訓とし 人口 資産が集積カトリーナによる災害を教訓とし、人口･資産が集積

の再発防止対策を推進する。 

        (別府港海岸、広島港海岸 等) 

整備済箇所 

要整備箇所 

の状況】 

【整備後(平成21年度)】 

【整備後(平成21年度)】 



■近年の台風による被害と直轄海岸実施箇所(平成

台風発生年 台風名 全国の浸水戸数 

平成5年 13号 3,770戸 

平成11年 18号 19 644戸

2 国土保全のための

平成11年 
平成16年 

18号 
18号 

19,644戸
21,086戸 

○事業費25億円(対前年度比0.72)、国費

2 国土保全のための

 冬季波浪等により深刻な侵食を受けている海岸

侵食による砂浜の損失 

                                                                 

■新潟港海岸 

【平成元年度】【平成元年度】 

昭和12年頃の汀線 

   ＜新潟測候所の侵食状況＞ 

【昭和12年頃】

約100m 約50m 
昭和12年頃の汀線 

【昭和12年頃】 【昭和

注）新潟測候所を○印に示す。 

Ⅱ．主要施策 

成元年以降) 

事業実施海岸名 所在地 事業概要 

別府港海岸 大分県 護岸(改良) 

下関港海岸 山口県 護岸等 

の海岸侵食対策

広島港海岸 広島県 
護岸(改良) 

堤防(改良)等 

費25億円(対前年度比0.88) 

の海岸侵食対策 

岸において侵食対策を推進する。 

(新潟港海岸 等)

整備により砂浜が回復 

新潟測候所

                               (新潟港海岸 等)

平成２０年１１月撮影 

約70m 

新潟測候所

【平成21年度】【平成21年度】 

昭和12年頃の汀線 

約約110110ｍｍ  

昭和30年頃の汀線 
昭和24年頃の汀線 
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和24年頃】 【昭和30年頃】 



新規着工海岸
海岸名 

[事業主体] 
整備期間 

(年度) 
総事業費 

(億円) 

津松阪港海岸 
 [中部地方整備局] 

H23～H35 135 
 海岸
とから
このた

新規着工海岸

 ■津松阪港海岸 

のた

指宿港海岸 
 [九州地方整備局] 

H23～H32 120 
 海岸
倒壊す
が発生

津松阪港海岸

＜海岸に沿った堤防の高さ＞ 
計画高 TP.+6.0m 

天端高TP.+4.44m 

堤 防 

天端高 
不足 

堤 防 

延長：2,062m 

天端高不足延長：1,438m 

【津地区（贄崎）
事業中（平成23年度完

延長：2,194m

【津地区（栗真町屋）】
くり ま まち や 

にえ  ざき 

台風により堤防が決壊し、 
浸水している状況（阿漕浦） 

事業中（平成23年度完【津地区（栗真町屋）】 

【昭和28年

 ■指宿港海岸 
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【昭和40年頃】 

事業内容 

岸堤防の天端高さが不足し、老朽化が進行しているこ
ら、再び高潮による甚大な浸水被害が懸念されている。
ため、堤防の整備を行う。ため、堤防の整備を行う。

岸護岸前面の砂浜が侵食されていることから、護岸が
する危険性がある。また、高波により甚大な浸水被害
生したため、潜堤、護岸の改良、養浜等の整備を行う。 

計画高 TP.+6.0m 

余裕高等  0.90m 

打上げ高さ 
（設計波） 2.20m 

高潮偏差  2.14m 

天端高 TP.+4.94m 

堤 防 

台風期平均満潮位  
         0.76m 

天端高不足延長：3,245m 

延長：3,485m 

）】 
完了予定）

m 

【津地区（阿漕浦・御殿場）】
 あ こぎ うら   ご てん ば 

完了予定） 【津地区（阿漕浦 御殿場）】

台風13号】 

侵食により砂浜が消失侵食により砂浜が消失 

約30ｍ 

【平成21年度】 


